
   

 

① 土地所有者等から農用地区域の

除外または編入の申出 

②土木建築課、土地改良区、農協、農

業委員会、森林組合等へ意見聴取 

 

③ 県へ事前調整申し出 

④ 県関係各課意見照会 

⑤ 県、事前調整申出に対する回答 

⑥ 不同意の案件がある場合は、理

由を付して転用事業者に通知 

⑦ 公告縦覧開始（変更案） 

⑧ 異議申立期間満了後、知事に協

議（事前調整に対する回答の日の翌

日から起算して原則２ヶ月以内） 

⑨ 協  議  同  意 

⑩ 転用事業計画者に通知 

⑪ 変  更  公  告 

公告縦覧開始後、農業委員会において

転用申請書受理可能 

変更公告後、転用許可可能 

（縦覧期間３０日）  

 

（異議申立期間１５日）  

約３０日間  

約１０日間  

約１０日間  


